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（１）熱によるカードの変形やカードに内蔵されている電子部品が故障する場合がありますので、以下のとお

り高温や物理的な力に注意してください。 

・自動車の中や暖房器具の近くなど高温下での保管や放置をしないこと 

・洗濯機、乾燥機に入れる、衣類に入れたままアイロンをかけないこと 

・カードを落とす、読み取り装置に押しつけて曲げる、カードの上に物を落とす、突起物や金属などの硬いも

ので傷つけるなどにより衝撃を加えないこと 

・ＩＣチップ部分に対し、指で触れる、汚す、押す、曲げる、鞄や手提げの中で硬貨・ペンなどと一緒にするなど

により衝撃等を加えないこと 

・カードを入れた財布をズボンの後ろポケットに入れた状態で座ったりしてＩＣチップ部分に局所的な荷重を

かけないこと 

（２）カードの顔写真が剥がれるなど券面情報が損なわれることがありますので、以下のとおり薬品や液体

等に注意してください。 

・化粧品の一部（除光液、マニキュア、ハンドクリームなど）、スプレーの一部（可燃性表示のあるもの）、ガソリ

ン、灯油、ライターオイル、エンジンオイル、殺菌用アルコール、筆記の修正液など、薬品や液体で濡らさない

こと 

・水に濡れた状態で使用しないこと 

・塩化ビニール製品（パスケース等）に直接触れさせないこと 

（３）カードの裏面にある磁気ストライプの磁気情報が消失する場合がありますので、以下のとおり強い磁気

に注意してください。 

・テレビ、スピーカー、冷蔵庫、携帯電話、マグネット付きのハンドバッグ・財布・スマートフォンケース、磁気ネ

ックレスなど、強い磁気を発するものに近づけないこと 

1 マイナンバーカードの取扱い上の注意事項 



2 
 

  

本人確認の際の証明書 

運転免許証と同様に、本人確認書類

の提示が必要な様々な場面で使用でき

ます。 

マイナンバーの証明 

 マイナンバーの提示が必要な場面で、

マイナンバーを証明する書類として利

用できます。マイナンバーの証明と本人

確認を同時に行うことができます。 

健康保険証として 

 就職や転職、引っ越しの際に保険証の切

り替えを待たずにカードで病院を受診でき

ます。 

 ＊保険の加入・脱退等の手続きは必要で

す。 

＊令和 6 年 12 月 2 日からこれまでの保

険証は新規・再交付されなくなりました。 

 

事前登録が必要です。▷ 

（マイナポータル） 

コンビニ交付 

市役所窓口が開いていない時間も全

国のコンビニ等で証明書が取得できま

す。 ▷７ページ参照 

スマート申請 

スマートフォンから住民票や戸籍謄本

等の証明書を申請することができま

す。 

スマート申請 ▷              

マイナポータル 

マイナポータルは行政手続きのオン

ライン窓口です。転出届やパスポートの

継続手続きをオンラインで申請できま

す。また、ご自身の所得・地方税、行政

機関からのお知らせなど、必要な情報

をいつでも確認できます。 

そのほかのオンライン申請には確定

申告（e-Tax）、ふるさと納税ワンストッ

プなどがあります。 

マイナポータル▷ 

2 マイナンバーカードのメリット 
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（１）マイナンバーカード（個人番号カード） 

本人確認書類及びマイナンバー確認書類としてご利用できます。IC チップ内に搭載された電子証明書(６

ページ参照)の活用により、証明書コンビニ交付サービス等が利用できます。 

おもて面 うら面 

  

おもて面は、顔写真付きの本人確認書類として利

用可能です。カード所有者が同意する場合には誰

でもコピーが許されています。 

うら面は、マイナンバー（個人番号）の確認書類と

して利用可能です。マイナンバー利用事務に関す

る場合のみコピーが許されています。 

 

 

 

 

 

（２）マイナンバー（個人番号） 

マイナンバーは、日本国内の全住民に指定されている 12 桁の番号です。法律に定められた社会保障、税、

災害対策の分野で一定のルールに基づいて管理・保管されています。複数の機関が保有する個人情報が同

一人の情報であることを確認するために活用されています。 

 

 

 

 

 

  

マイナンバー 
カードは安全です 

偽造防止のため特殊加工・特殊印刷が施されています。 
ＩＣチップには、氏名などカードに記載されている情報しか記録されておらず、
税の情報や年金の情報等その他の情報は記録されていません。暗証番号でＩＣ
チップ内の情報を保護しています。暗証番号の入力を一定回数以上間違える
とカードがロックされます。情報を無理やり読み出したり解析したりすると自
動的に内容が消去されます。 

どんなときに 

使いますか？ 

子育て、介護・福祉、保険・医療などの行政事務に利用するため、行政機関や勤務
先、金融機関等からマイナンバーの提供を求められることがあります。 
※手続の際は、マイナンバーカードをお持ちください。 

マイナンバーが
漏えいしたら、
個人情報も全て
流出しますか？ 

マイナンバーは個人情報を一元管理する仕組みではないため、情報が芋づる式で
漏れることはありません。手続を受け付ける行政職員だけが、その手続に必要な
情報に限ってアクセスすることが許されています。また、マイナンバーの利用範囲
や、収集・保管などは法令で厳しく制限されており、不正なアクセスが行われない
ように、第三者機関の「個人情報保護委員会」が監視・監督しています。 

3  マイナンバーカードとマイナンバーについて 
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 設定した暗証番号は、ほかの人に知られないよう十分に注意してください。 

 市役所では暗証番号を把握していませんので、交付時にお渡しした暗証番号のお控えを大切に保管してく

ださい。 

① 利用者証明用電子証明書用 

② 住民基本台帳用（マイナンバーカード用） 

③ 券面事項入力補助用 

数字４桁 

３種類同じ暗証番号を設定することもできま

す。 

④ 署名用電子証明書用 ６～16 桁のアルファベット（半角大文字）と数

字の組合せ 

※顔認証マイナンバーカードには暗証番号が設定されていません。 

（１）暗証番号を変えたい（暗証番号がわかっている場合） 

カード対応のスマートフォンまたはＩＣカードリーダライタにカードをセットし、あらかじめ設定した暗証番

号を入力することで、暗証番号を変更することができます。暗証番号は利用者クライアントソフトを利用して

定期的に変更することをおすすめします。 

利用者クライアントソフトについて 

詳しくは  ▷ ▷ ▷   公的個人認証サービスポータルサイト   検索  

  

（２）暗証番号を忘れた、ロックがかかったら 

 暗証番号を忘れた場合や、３回連続で間違えてロックがかかってしまった場合は再設定が必要です。本人

がカードとカード以外の本人確認書類（運転免許証など）を持って窓口にお越しください。 

 受付窓口 ・市役所本庁舎（土曜日含む）  

・窓口センター（谷田部・桜・大穂・豊里・筑波・茎崎）【平日のみ】 

・窓口センター（つくば駅前市民）【火曜日～土曜日】 

 受付時間 ８：４５～１６：３０（日曜日、祝日、12/29～1/3 を除く） 

      市役所本庁舎のみ第２・４木曜日は 19：30 まで 

      １０：００～１８：３０（つくば駅前市民窓口センターのみ） 

★署名用電子証明書用・利用者証明用電子証明書用の暗証番号はアプリとコンビニ等で再設定すること

ができます。 

詳しくは ▷ ▷ ▷  マイナンバーカードのパスワードをコンビニで初期化    検索  

 

4  暗証番号について 
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 カードとカードに搭載された電子証明書は更新手続が必要です。有効期間満了の３か月前から申請、手続

ができます。有効期限通知書を確認していただき、更新をご希望の方は手続をお願いいたします。 

 

（１）マイナンバーカードの有効期間について 

カード申請日が 

2022 年４月以降 

18 歳以上の方 カード発行日（製造日）から 10 回目の誕生日まで 

17 歳以下の方 カード発行日（製造日）から  ５回目の誕生日まで 

 

カード申請日が 

2022 年３月以前 

20 歳以上の方 カード発行日（製造日）から 10 回目の誕生日まで 

19 歳以下の方 カード発行日（製造日）から  ５回目の誕生日まで 

※更新の際は、今までのカードを返納していただく必要があります。更新前に紛失等でカードの返納がない

場合は交付手数料（１枚につき 800 円、電子証明書発行をご希望の方は別途 200 円）がかかる場合があ

ります。 

 

（２）電子証明書の有効期間について 

 電子証明書発行日（カード製造日）から ５回目の誕生日まで です。 

 カードの有効期限より先に電子証明書の有効期限が到来する方は、電子証明書のみの更新が必要です。市

役所市民窓口課または各窓口センターにお越しください。カードと、設定した暗証番号の入力が必要です。 

 

（３）外国籍の方の有効期間について 

 中長期在留者（永住者、高度専門職第２号を除く）等については、在留期間（満了日）が有効期間となります。

在留期間の更新手続が完了しましたら、マイナンバーカードの有効期限が切れる前に有効期間を変更する手

続をしてください。 

 有効期間内に変更の手続をしなかった場合、カードは失効します。 

失効後、カードを再発行する場合は、交付手数料（１枚につき 800 円、電子証明書発行をご希望の方は別

途 200 円）かかります。  

5  有効期間について 
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（１）電子証明書 

「電子証明書」とは、オンラインでの行政手続やインターネットサイトにログインを行う際に、他人による「な

りすまし」やデータ改ざんを防ぐために用いられるオンライン上の本人確認の手段です。電子証明書のデータ

を外部から読み取られるおそれのないカードのＩＣチップに記録することで公的個人認証サービス*の利用が

可能になります。電子証明書は２種類あり、それぞれの特徴は次のとおりです。 

＊公的個人認証サービス：オンラインでの行政手続の際に他人によるなりすまし申請や、電子データの改ざ

んがされていないことを確認するための機能を提供するサービス。 

 利用者証明用電子証明書 署名用電子証明書 

概 

要 

インターネットを閲覧する際など、「ログイン

した方が利用者本人であること」を証明する

ことができます。 

インターネットで電子文書を作成、送信する際に利

用します。「作成、送信した電子文書が、利用者が作

成した真正なものであり、利用者が送信したもので

あること」を証明することができます。 

使 

用 

例 

証明書コンビニ交付サービス、e-Tax やマ

イナポータルのログイン、カードの健康保険

証としての利用 

e-Tax、一部の行政手続の電子申請 

マイナポータルで転出届等 

スマート申請について ▷▷▷ 

有 

効 

期 
間 

電子証明書発行日（カード製造日）から５回目の誕生日まで 

住所・氏名の変更があっても失効しません。 住所・氏名の変更があった場合は、有効期間満了前

であっても失効します。 

暗 

証 

番 

号 

数字４桁 ６～16 桁のアルファベット（半角大文字）と数字の

組合せ 

利用者証明用電子証明書は３回、署名用電子証明書は５回、連続して暗証番号の入力を間違える

とロックがかかり使用できなくなります。（ロックの解除については４ページ参照） 

 

e-Tax 等のオンライン手続でカードを利用予定の方は、電子証明書を２種類搭載する必要があります。 

 

※顔認証マイナンバーカードの場合、コンビニ交付やマイナポータル等の暗証番号入力が必要なオンラインサ

ービスがご利用いただけません。 

 

6  電子証明書について 
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（２）自宅等のパソコンやスマートフォンから利用する際の準備 

マイナンバーカードに対応したＩＣカードリーダライタまたは NFC スマートフォンを用意し、パソコンまた

はスマートフォンに利用者クライアントソフトをインストールしてください。パソコンの場合は別途、ＩＣカ

ードリーダライタのドライバをインストールしてください。  

詳しくは  ▷ ▷ ▷   公的個人認証サービスポータルサイト   検索     

 

（３）証明書コンビニ交付サービスのご利用について 

取得できる証明書 取得条件 ※８ページもご確認ください。 手数料 

住民票の写し つくば市に住民登録がある方 

150 円 

住民票記載事項証明書 つくば市に住民登録がある方 

印鑑登録証明書 つくば市で印鑑登録している方 

（非）課税証明書 

所得証明書 
現年度分、つくば市に課税情報がある方のみ 

戸籍の附票 本籍がつくば市にある方のみ 

戸籍謄本、戸籍抄本 本籍がつくば市にある方のみ 350 円 

■ 利用時間 6：30～23：00（12/29～1/3 はメンテナンス等により利用できない場合があります） 

■ 利用できるコンビニ等 

セブンイレブン、ローソン(ローソンストア 100 を除く)、ファミリーマート、セイコーマート、ミニスト

ップ、カスミ、イオン等の全国の店舗※マルチコピー機のない店舗ではご利用になれません。 

■ 証明書発行の手順 

①  マルチコピー機のメニュー画面から「行政サービス」を選択します。  

② 「証明書交付サービス(コンビニ交付）」を選択し、カードをカードリーダーに設置する。 

③  「お住まいの市区町村の証明書」を選択し、暗証番号を入力します。 

④  暗証番号の承認後、カードをカードリーダーから外します。 

⑤  必要な証明書を選択して、必要な枚数を入力します。 

⑥  手数料を入金すると証明書が発行されます。 

 

※本籍がつくば市にあり、住民登録がつくば市にない方は利用登録が

必要になります。      登録方法についてはこちら ▷ ▷ ▷  

 
窓口より 

お得！ 

 ！ 
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■ 証明書コンビニ交付サービスご利用時の注意事項 

① 証明書コンビニ交付サービスで、証明書に使用されている用紙は、市役所の窓口で使用している用紙

とは異なりますが、証明書には偽造・改ざん防止のための処理がされていますので、市役所の窓口で取

得した証明書と同じようにご利用いただけます。 

 

② 証明書の交換や証明交付手数料の返金はできません。 

 

③ 住所の履歴やマイナンバーの表示等、特別な請求等に基づき発行する住民票の写しを取得したい場合

は、お手数ですが窓口でご請求ください。 

 

④ 市役所の窓口では交付手数料が無料となる証明書（公的年金や特別児童扶養手当等の一部手続に使

用するものなど）であっても、コンビニエンスストアでの証明交付手数料は有料となります。 

 

⑤ コンビニエンスストアで発行する証明書が複数枚となった場合は、ホチキス止めされませんので、取り

忘れのないようご注意ください。 

また、複数枚となった場合は、それぞれにページ番号と固有の番号が記載され、その番号でひとつづ

りのものと判断します。 

 

⑥ 課税証明書、非課税証明書、所得証明書等の税関係証明書において、取得できない場合がありますの

で、証明書の内容や取得条件につきましては、市民税課にお問い合わせください。 

 

⑦ 住所変更届や戸籍の届出の直後、同一世帯に転出予定者がいる場合等、コンビニエンスストアで証明

書を取得できない場合や、証明書に記載されている内容が最新でない場合があります。最新の内容が

反映されるまで、日数をいただくことがあります。 

 

⑧ 設備点検（メンテナンス）などで、サービスを一時停止する場合があります。サービス停止の日時につ

いては、広報つくば、つくば市ホームページでご案内します。  
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（１）つくば市から別の市区町村へお引越したとき 

 お引越先の市区町村でも引き続き利用できます。つくば市で転出届をしていただき、お引越先の市区町村

で次の期間内に転入届とマイナンバーカードの手続をしてください。 

転入届 
新しい住所に住み始めた日から１４日以内 かつ 

転出予定日から３０日以内 

マイナンバーカードの 

継続利用手続 
転入届をした日から９０日以内 

※上の期間内に手続をしなかった場合、カードが利用できなくなりますので、新住所地で返納してくださ

い。カードの再発行には手数料がかかる場合がございますのでご注意ください。 

★転出届はスマートフォンからもできます。 ▷ ▷ ▷ 

（国外転出は除く） 

 

（２）つくば市内でお引越、氏名が変わったとき 

 カードの記載内容の変更手続が必要です。本人または同一世帯の方がカードを持参して、市役所市民窓口

課または各窓口センターで手続をしてください。手続には暗証番号の入力が必要です。 

（３）国外へ転出するとき 

 カードの記載内容の変更手続が必要です。本人または同一世帯の方がカードを持参して、市役所市民窓口

課または各窓口センターで手続をしてください。手続には暗証番号の入力が必要です。電子証明書の発行を

伴う場合、ご本人様以外の方が手続きする場合は別途書類が必要になりますので、詳しくはお問い合わせく

ださい。 

継続利用手続 転出予定日の前日まで 

（４）署名用電子証明書について 

住所変更や婚姻等により氏名、住所等に変更があった場合には、署名用電子証明書の記載事項に変更が

生じることから自動的に失効します。 

引き続き利用したい場合は、住所変更届や婚姻届等の提出の際に併せて、本人が新しい署名用電子証明

書の発行手続をしてください。 

なお、利用者証明用電子証明書は、氏名、住所等を記載事項としていないことから、住所変更や婚姻等に

よっても失効しません。  

7  住所や氏名が変わったら 
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（１）カードの機能を一時停止してください。 

マイナンバー総合フリーダイヤル（０１２０－９５－０１７８）に連絡し、カードの機能を一時停止することが

できます。電子証明書の機能が利用できなくなります。 

国外からは国際電話対応（０３－６７３４－０１７０）に連絡してください。 

（２）外出先で紛失、盗難の場合は警察に届け出てください。 

 
（３）必要に応じて次の手続をしてください。 

■ カードの再交付を希望する場合 

本人確認書類（運転免許証、旅券、資格確認書、診察券（氏名＋生年月日入り）など）を持って、窓口に

お越しください。 交付申請書の郵送も可能です。電話でお申し付けください。 

特急発行で申請できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。 

再交付手数料（１枚につき８００円、電子証明書発行をご希望の方は別途２００円）がかかります。 

 

■ 機能の一時停止後にカードが見つかった場合 

一時停止を解除する手続、電子証明書に関する手続が必要です。見つかったマイナンバーカードを持

って窓口にお越しください。 

 

■ マイナンバー（個人番号）を不正に利用される恐れがある場合 

   マイナンバーを変更する手続が可能です。本人が本人確認書類（運転免許証、旅券、資格確認書、診察券

（氏名＋生年月日入り）など）を持って窓口にお越しください。 

 

 受付窓口 ・市役所本庁舎（土曜日含む）  

・窓口センター（谷田部・桜・大穂・豊里・筑波・茎崎）【平日のみ】 

・窓口センター（つくば駅前市民）【火曜日～土曜日】 

 受付時間 ８：４５～１６：３０（日曜日、祝日、12/29～1/3 を除く） 

        市役所本庁舎のみ第２・４木曜日は 19：30 まで 

        １０：００～１８：３０（つくば駅前市民窓口センターのみ）  

8  マイナンバーカードを紛失、盗難にあったら 
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◆ その他 マイナンバーカードについてわからないことがあったら・・・ 

つくば市 役 所  市 民 窓 口 課  マイナンバーカード係 ：029－883－1111（代 表 ） 

受 付 ：8:45～16:30（土 日 祝 、12/29～1/3 を除 く） 

※市 HP でもマイナンバーカードに関する各種案内を掲載しております。 

お問合せ先一覧 
 

  
◆ マ イ ナ ン バ ー 総 合 フ リ ー ダ イ ヤ ル  

電 話 ：0120－95－0178（無 料 ）  

受 付 ：平 日 9:30～20:00 土 日 祝 日 9:30～17:30（年 末 年 始 を除 く） 

※マイナンバーカードの紛 失 ・盗 難 等 による一 時 停 止 利 用 については 24 時 間 365 日  

◆個 人 番 号 カードコールセンター 

 電 話 ：0570－783－578（有 料 ） 

受 付 ：全 日 8:30～20:00（年 末 年 始 を除 く） 

※マイナンバーカードの紛 失 ・盗 難 等 による一 時 停 止 利 用 については 24 時 間 365 日  

◆My Number Card Call Center 

(Available languages: English, Chinese, Korean, Spanish, Portuguese, Thai, Nepali, 

Indonesian, Vietnamese and Tagalog) 

0120-0178-27 (toll-free) *1 

English, Chinese, Korean, Spanish, Portuguese  8:30am-8:00pm 

Thai, Nepali, Indonesian, Vietnamese, Tagalog  9:00am-6:00pm  

*1 If  you cannot reach this number (0120-0178-27), p lease cal l  0570-064-738 (cal l  charges 

apply).  

*2 Only cal ls  regarding the temporary suspension of  My Number Card are accepted 24 hours a  day, 

365 days a year.  

◆聴 覚 障 害 者 専 用 お問 合 せ FAX 番 号  

FAX：0120－601－785  

※マイナンバーカードの紛 失 ・盗 難 等 による一 時 停 止 利 用 については 24 時 間 365 日  

◆e-Tax 作 成 コーナー ヘルプデスク 

電 話 ：0570－01－5901（有 料 ） 

受 付 ：平 日 9:00～17:00（土 日 祝 ・12/29～1/3 を除 く） 
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～ Memo ～ 


